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轟

三
喜
田
熊
藏

　
　
一
、
緒
言

　
　
二
、
俗
灌
優
越
時
代

　
　
三
、
月
一
優
越
時
代

　
　
四
、
國
民
的
意
識
の
猿
頭
オ
反
法
皇
的
蓮
勤
の
獲
展

　
　
　
　
「
　
緒
　
　
　
言

　
政
治
は
國
家
を
中
心
こ
せ
る
人
類
の
澱
會
生
活
で
あ
り

野
梅
は
淋
ご
入
こ
の
交
通
を
目
的
ご
せ
る
人
類
の
精
憩
生

活
で
あ
る
。
而
も
眞
相
な
る
政
治
は
，
宗
澱
的
理
想
よ
り

起
り
、
宗
激
ご
等
し
く
紳
に
直
饗
し
て
み
る
。
古
今
東
西

偉
大
な
る
國
民
に
し
て
其
政
治
に
宗
澱
的
理
想
を
伸
は
ざ

る
は
殆
ざ
な
い
。
故
に
政
治
ご
心
葵
教
は
如
何
な
る
瞬
間
も

銀
閣
篤
し
相
錯
雑
す
る
○
さ
れ
ざ
政
治
ご
宗
激
は
絶
封
に

融
合
し
な
い
。
政
治
は
國
民
性
を
基
礎
ご
し
て
特
色
あ
る

憲
法
の
下
に
蛋
民
的
猫
姐
ご
文
化
の
癸
達
を
駆
る
を
目
的

　
　
　
　
中
世
踊
逸
仁
於
け
ろ
政
教
聞
係
の
歴
庭
酌
考
察
　
（
三
喜
田
）

こ
す
る
。
宗
漱
は
之
れ
に
反
し
て
一
般
的
、
永
久
的
目
的

の
下
に
時
に
は
國
民
的
樺
利
を
無
覗
し
て
只
管
宗
澱
の
普

遍
的
登
展
を
圖
ら
む
ご
す
る
超
國
家
的
傾
向
を
有
す
る
。

從
っ
て
國
家
ご
宗
敷
ご
は
多
く
の
場
合
謝
立
的
関
係
に
立

つ
も
の
で
あ
る
。

　
而
も
こ
の
國
家
ご
宗
風
の
封
立
關
係
は
傷
者
の
健
登
な

る
聡
達
部
政
治
及
信
仰
上
の
自
由
の
爲
に
緊
要
鉄
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
國
家
が
宗
漱
を
征
服
せ
ば
、
國

家
は
信
仰
を
以
て
人
心
を
束
縛
し
政
治
的
自
山
を
奪
ひ
、

國
民
の
濃
渕
た
る
元
氣
を
溝
慰
せ
し
む
る
。
宜
敷
が
政
治

を
征
服
せ
ば
宗
激
に
甥
す
る
箕
摯
な
る
探
求
心
を
萎
縮
せ

し
め
宗
激
を
し
て
生
命
な
き
鍛
義
ご
儀
式
ご
の
形
骸
だ
ら

し
む
。
故
に
國
家
ご
宗
敷
は
何
れ
も
他
を
征
服
せ
む
ご
す

　
　
　
　
　
　
第
十
五
魯
　
第
…
號
　
　
　
入
九

（89）



　
　
　
　
申
世
濁
逸
に
於
け
ろ
政
教
關
係
の
歴
吏
的
考
察
　
（
一
一
一
喜
田
）

る
の
慾
望
を
有
す
る
も
何
れ
も
完
全
に
他
を
征
服
し
得
す

し
て
永
久
に
脇
立
鼠
賊
係
に
琶
か
れ
る
。
こ
の
事
は
殊
に

露
盤
墓
督
画
工
に
於
て
収
り
こ
す
る
。
而
し
て
こ
の
相
甥

的
關
係
に
於
て
國
家
及
び
毅
會
は
そ
の
時
々
の
姿
を
如
實

に
表
現
し
て
み
る
。
從
っ
て
澱
會
史
を
除
外
し
て
政
治
史

な
く
叉
政
治
史
を
除
外
し
て
激
會
史
は
な
い
℃
殊
に
獅
逸

の
如
き
そ
の
中
世
史
は
皇
帝
椹
ご
法
皇
権
こ
の
調
立
關
係

の
上
に
形
成
せ
ら
れ
、
そ
の
近
世
史
は
奮
亡
霊
義
ご
新
毅

主
義
の
樹
立
近
年
の
上
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
俗
椹
優
越
時
代

　
グ
レ
マ
ン
ネ
ン

　
猫
逸
民
族
は
古
代
に
去
て
幾
多
の
種
族
に
分
れ
共
通
せ

る
名
子
を
敏
い
て
居
た
。
彼
等
の
多
く
は
民
族
大
移
動
の

當
時
羅
馬
風
就
會
に
移
住
し
て
そ
の
肚
會
に
同
化
せ
ら
れ

て
民
族
的
特
質
を
失
つ
π
。
只
ラ
イ
ン
河
附
近
及
そ
の
以

北
に
あ
り
し
者
の
み
濁
逸
民
族
の
特
色
を
保
持
し
た
、
而

し
て
こ
の
猫
逸
民
族
は
フ
ラ
ン
ヶ
ン
國
王
ヵ
！
ル
大
帝
の

下
に
於
て
英
國
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ゼ
ア
を
除
く
凡
て
が
一
の
圭

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
九
〇
用

金
、
の
下
に
統
一
せ
ら
れ
始
め
て
國
民
的
戚
情
を
與
え
ら
れ

た
。
然
る
に
大
帝
の
死
後
同
閣
内
に
於
て
再
び
濁
逸
要
素

ご
羅
馬
要
素
ご
が
覇
勢
し
た
。
而
し
て
墨
家
的
猫
逸
は
カ

ー
川
大
帝
の
帝
國
分
裂
後
新
た
に
政
治
的
に
意
識
せ
ら
れ

て
來
た
の
で
あ
る
Q

　
こ
の
孤
立
民
族
ε
羅
馬
澱
會
ご
の
關
係
は
初
代
フ
ラ
ン

　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ
ン
王
ク
ロ
ー
ド
ヅ
ヒ
が
基
督
の
加
護
に
よ
り
て
ア
レ
マ

ン
船
架
に
撮
す
る
征
戦
に
勝
を
得
て
四
九
六
年
そ
の
三
千

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
ビ
シ
ヨ
フ

人
の
部
下
ご
共
に
シ
ズ
ム
の
監
督
よ
り
洗
禮
を
受
け
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

始
ま
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ソ
史
の
著
者
ツ
ー
ル
の
監
督
グ
レ
ゴ

ー
ル
は
ク
ロ
ー
ト
ヅ
ヒ
を
ア
ソ
ウ
ス
派
に
封
ず
る
羅
蛎
正

漱
會
の
圏
士
こ
し
て
総
讃
し
て
み
る
。
ク
ロ
ー
ド
ヅ
ヒ
は

彼
の
利
盆
ご
激
會
の
利
器
也
調
和
せ
し
め
彼
の
後
繊
者
も

亦
か
、
る
見
地
よ
り
法
皇
ご
提
携
し
た
。
こ
の
事
は
實
に

西
谷
史
の
嚢
展
に
重
大
な
る
煮
義
を
有
す
る
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

次
に
第
入
世
紀
の
初
め
に
於
て
英
國
の
磁
器
ボ
ニ
フ
ァ
チ

ウ
ス
は
法
皇
の
命
に
よ
り
て
猫
逸
民
族
敏
化
に
從
事
し
猫

（90）



逸
民
族
を
羅
馬
敷
會
に
服
厩
せ
し
め
た
。
彼
が
ヘ
ッ
セ
の

リ

フ
リ
ソ
ツ
ァ
ー
に
於
て
猫
寝
入
，
の
崇
拝
す
る
六
角
の
聯
木

を
伐
り
こ
れ
を
以
て
墓
心
置
の
禮
笄
堂
を
建
て
た
る
は
有

名
な
話
で
あ
る
。
彼
な
七
三
二
年
マ
イ
ン
ッ
の
大
監
督
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

暴
げ
ら
れ
、
叉
彼
が
敷
化
し
た
地
に
、
サ
ル
ッ
ブ
ル
グ
、

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
グ
、
ヅ
イ
ル
ッ
ブ
ル
グ
、
等
の
監
督
遜

が
設
遣
せ
ら
れ
た
。
叉
丁
度
同
じ
頃
フ
ラ
ン
ケ
ン
國
の
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

宰
カ
ー
ル
、
マ
ル
テ
ル
は
南
方
の
回
激
徒
北
方
の
ザ
ク
セ

ン
、
フ
リ
ー
ぜ
ン
に
甥
抗
し
て
羅
馬
敢
會
の
勢
力
を
短
大

し
だ
。
そ
の
子
ビ
ピ
ン
に
至
り
て
法
皇
の
爲
に
ラ
ン
ゴ
バ

ル
デ
ン
を
騙
慨
し
法
皇
に
よ
り
て
メ
ロ
ヅ
ン
ゲ
ル
家
に
代

り
て
正
當
な
る
君
主
た
る
べ
き
を
認
め
ら
れ
、
カ
ロ
ソ
ン

ゲ
ル
家
を
興
し
た
。
彼
は
裟
奪
を
正
義
化
せ
む
爲
に
聖
ボ

ニ
フ
ァ
チ
ク
ス
及
び
法
皇
よ
り
古
代
猶
太
入
の
宗
敏
的
風

脅
に
な
ら
へ
る
塗
｛
油
…
漢
和
受
け
だ
。
肝
胆
國
風
垣
一
位
に
…
闘
す

る
一
大
革
命
に
し
て
人
民
叉
は
貴
族
の
同
意
に
よ
り
て
推

載
せ
ら
れ
た
戦
士
こ
し
て
の
濁
逸
の
國
王
は
今
や
宗
教
的

　
　
　
　
中
世
猫
逸
に
於
け
る
政
敏
開
平
の
歴
更
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

儀
式
に
よ
り
て
選
ば
る
、
宗
敏
的
國
王
ご
な
っ
た
。

　
ピ
ビ
ン
の
子
カ
ー
ル
大
帝
に
至
り
政
殺
爾
権
の
提
携
は

息
取
・
も
ψ
兀
全
に
…
逐
濾
せ
ら
れ
た
。
大
帝
の
ザ
ク
セ
ン
、
ブ
リ

ー
ぜ
ン
征
服
は
同
時
に
基
督
激
の
籏
大
で
あ
っ
た
。
彼
は

戦
場
に
聖
徒
の
添
物
を
携
へ
布
駿
師
を
俘
つ
た
。
彼
が
ザ

ク
セ
ン
の
異
敏
の
偶
像
を
破
壊
せ
ば
ザ
ク
セ
ン
は
プ
リ
ツ

ァ
ー
の
垂
球
を
破
直
し
た
。
彼
の
戦
勝
は
監
督
匿
の
新
設

の
爲
に
覗
薦
せ
ら
れ
、
彼
の
支
配
の
及
ぶ
範
紙
鳶
は
墓
督

の
墨
取
が
響
き
渡
っ
た
。
洗
禮
は
國
家
に
甥
す
る
忠
誠
の

表
示
に
し
て
、
信
仰
の
破
棄
は
叛
逆
的
行
爲
ご
見
微
さ
れ

た
。
か
く
征
服
ご
基
督
激
化
が
並
び
行
は
れ
た
結
果
、
今

や
西
欧
に
は
軍
國
的
宗
敏
的
皇
家
が
成
立
し
、
將
來
に
於

け
る
欧
洲
獲
展
の
墓
参
が
築
か
れ
た
。
こ
の
事
件
の
登
展

の
結
果
ゲ
ル
マ
ン
の
老
勇
士
は
法
皇
よ
・
西
羅
馬
皇
帝
こ

し
て
加
冠
せ
ら
れ
古
代
羅
馬
の
天
下
統
一
の
理
想
を
復
活

し
、
不
安
動
揺
を
排
し
て
天
下
の
統
一
を
希
ふ
西
厭
入
士

の
憧
憬
を
満
た
し
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
第
十
玉
器
　
第
∴
號
　
　
　
九
一

（9ユ）



　
　
　
　
中
鷲
蜀
逸
に
於
け
る
政
教
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

　
此
の
時
に
於
け
る
皇
帝
ご
法
皇
の
關
係
は
相
互
扶
助
で

あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
支
配
椹
が
ヘ
ツ
セ
ン
、
チ
ュ
ー

ソ
ン
ゲ
ン
の
改
宗
に
便
宜
を
費
え
た
る
如
く
、
雲
霞
澱
の

信
仰
が
彼
等
を
し
て
フ
ラ
ン
ケ
ン
農
家
に
忠
誠
な
ら
し
め

た
。
俗
権
が
野
営
を
支
援
せ
し
如
く
王
権
は
破
門
な
る
武

器
も
て
俗
梅
を
支
持
し
た
。
又
皇
帝
ご
法
皇
こ
の
如
く
グ

ラ
ー
フ
ご
ビ
シ
ョ
フ
ご
が
提
携
し
た
。
さ
れ
ご
こ
の
爾
樺

の
中
各
れ
が
優
越
せ
り
や
ご
問
は
や
そ
は
製
罐
な
り
ビ
答

ふ
に
踏
催
せ
ぬ
で
あ
ら
ふ
。
フ
ラ
ン
ケ
ソ
の
宗
敏
會
議
は

カ
ー
ル
を
宗
縫
上
の
首
長
に
仰
い
だ
Q
彼
は
多
く
の
法
倉

を
登
寵
し
て
群
侶
の
私
行
上
の
事
よ
り
遣
髪
上
の
問
題
迄

取
締
つ
た
。
彼
は
虜
ら
政
敷
南
界
の
元
首
を
以
て
任
じ
た

の
だ
。
カ
ー
ル
大
帝
は
そ
の
個
人
的
威
力
も
て
中
世
の
敵

封
要
素
に
一
時
的
休
戦
を
命
じ
、
西
欧
に
宗
漱
的
灘
崎
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ル
　
ケ
　
ン

國
家
を
紅
織
し
、
そ
の
嗣
園
を
輩
固
な
る
邊
境
領
も
て
團

み
、
未
牽
の
文
化
の
蔚
芽
を
保
護
し
た
の
で
あ
る
が
、
か

、
る
國
家
製
織
が
永
綾
せ
ば
、
羅
馬
法
皇
は
潜
府
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
翼
下
擁
　
　
　
九
ニ

　
　
バ
ト
リ
ア
ル
ク

　
る
大
詰
正
の
如
き
も
の
こ
な
っ
た
で
あ
ら
ふ
。

　
然
ざ
も
カ
ー
ル
大
帝
の
如
き
偉
人
は
文
宇
護
り
不
溜
出

　
に
し
て
何
れ
の
時
代
に
於
て
も
求
め
得
べ
き
で
な
い
。
大

帝
の
子
孫
は
概
し
て
薄
弱
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
下
に
於
て

　
は
一
度
大
帝
に
よ
り
て
統
合
せ
ら
れ
た
敵
…
鋼
要
素
が
離
散

・
し
始
め
た
。
誉
れ
に
乗
じ
て
其
の
勢
力
を
…
横
大
せ
む
ご
し

た
の
は
羅
馬
澱
會
で
あ
る
。
法
皇
樺
は
皇
帝
罐
ご
等
し
く

古
代
羅
馬
の
永
久
的
統
一
空
々
ビ
中
世
的
な
る
統
一
に
謝

す
・
糠
の
上
に
立
っ
て
居
・
・
蕃
馨
は
変
的
統
陶

　
一
帝
國
は
異
敏
羅
馬
に
あ
ら
す
し
て
羅
馬
藪
會
に
よ
り
て

實
現
せ
ら
る
べ
き
だ
ご
信
じ
た
。
聖
オ
ウ
ガ
ス
チ
ン
の

「
帥
の
國
」
の
こ
の
慢
界
激
會
の
中
に
於
て
表
現
せ
ら
る
べ

し
ご
な
し
た
。
羅
馬
の
地
理
的
移
駐
、
使
徒
パ
ウ
ル
、
ベ
テ

　
ル
ス
の
傳
統
は
羅
馬
法
皇
の
地
位
向
上
に
貢
窮
し
た
。
法

皇
レ
オ
一
轍
（
四
四
〇
一
四
六
一
）
の
時
代
に
継
て
羅
馬
法

皇
が
西
方
に
於
け
る
最
高
の
地
位
に
あ
る
べ
き
事
、
束
両
爾
…

羅
馬
敷
會
の
地
位
の
李
等
な
る
事
が
、
羅
馬
皇
帝
及
び
宗



’

激
論
議
に
よ
り
て
認
め
ら
れ
た
。
第
六
世
紀
頃
よ
リ
パ
プ

ス
ト
な
る
戴
陶
が
羅
馬
諄
監
督
【
に
限
ら
れ
て
來
た
。
法
白
黒
グ
レ

ゴ
ー
ル
一
世
（
五
九
〇
i
六
〇
四
）
の
下
に
法
皇
の
擢
力
が

西
欧
に
於
て
一
般
に
認
め
ら
れ
、
殊
に
彼
の
下
に
於
け
る

情
張
敏
化
は
新
に
英
國
を
法
皇
の
支
配
下
に
持
ち
來
ら
し

た
。
叉
聖
ボ
ニ
フ
ァ
チ
ウ
ス
の
濁
逸
澱
化
は
法
皇
の
支
配

権
を
更
に
籏
大
し
た
。
漆
皇
ご
カ
ロ
ソ
ン
ゲ
汐
家
君
主
こ

の
同
盟
は
羅
馬
正
統
信
仰
を
異
澱
異
端
の
野
立
か
ら
救

ひ
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ン
の
侵
入
を
撃
退
し
た
。
か
く
し
て

羅
馬
激
會
の
勢
力
は
培
養
せ
ら
れ
た
の
で
み
る
。
漱
會
は

一
時
カ
ー
ル
大
帝
の
威
力
も
て
座
倒
せ
ら
れ
た
る
も
、
　
一

度
そ
の
塵
追
の
除
か
る
～
や
好
機
逸
す
べ
か
ら
す
ご
し
て

そ
の
椹
力
を
擬
大
せ
む
ご
し
た
。

　
敷
曾
側
は
已
に
第
八
世
紀
の
末
葉
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
大

帝
の
寄
進
欺
な
る
古
文
書
を
儒
慰
し
て
西
方
に
於
け
る
主

椹
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
悉
曇
來
羅
馬
調
製
に
あ
る
事
を
主

張
し
た
。
又
第
九
世
紀
の
宇
に
嘗
て
は
・
窪
き
法
皇
の
名
前

　
　
　
　
中
世
猫
遙
に
於
け
ろ
政
敏
蘭
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

ご
儒
文
書
ぞ
結
合
し
て
儒
イ
ン
ド
ー
ル
文
書
を
作
成
し
儒

職
任
命
椹
は
第
ご
世
紀
よ
り
第
三
世
紀
に
於
て
已
に
法
皇

の
掌
中
に
あ
り
た
る
事
を
主
張
し
π
Q
歴
史
的
無
智
な
る

時
代
に
於
て
か
、
る
文
書
の
蓋
果
の
偉
大
な
る
は
、
想
像

に
難
く
な
い
。
か
く
て
激
會
側
は
叢
に
戦
剛
に
必
要
な
る

二
つ
の
武
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
激
會
側
は
カ
ー
川
大
帝
の
子
に
し
て
薄
志
弱
行
な

る
が
故
に
「
敬
震
王
」
の
渾
名
を
與
♪
κ
ら
れ
た
る
ル
ド
ヴ
ヒ

を
し
て
八
一
七
年
ア
ー
ヘ
ン
の
國
會
に
於
て
そ
の
領
土
の

朴
配
を
三
子
に
豫
約
せ
し
め
以
て
帝
國
の
統
一
を
破
り
そ

の
國
力
を
減
縮
せ
む
ご
し
た
。
而
し
て
ル
ト
ヅ
ヒ
が
彼
の

後
妻
の
八
二
三
年
に
産
み
た
る
末
子
カ
ー
ル
を
愛
し
て
填

れ
に
王
號
を
譲
ら
む
と
す
る
や
澱
會
側
は
三
入
の
王
子
を

扶
け
て
駿
會
の
認
め
ざ
る
カ
ー
ル
の
相
碁
に
反
糊
し
皇
帝

ル
ド
ヴ
ヒ
に
挑
戦
す
る
に
至
っ
た
。

　
然
る
に
此
の
時
ル
ド
ヅ
ヒ
及
末
子
カ
ー
ル
を
支
援
し
て

羅
馬
敢
會
に
決
然
た
る
反
抗
を
な
せ
し
は
猫
逸
民
族
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
】
鵜
　
　
　
九
三

（9S）



　
　
　
　
中
世
蜀
蓮
に
於
け
る
政
教
蘭
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

つ
た
。
カ
ー
川
大
帝
は
そ
の
磁
路
の
下
に
濁
逸
品
、
羅
馬

風
爾
要
素
を
統
合
し
た
が
第
九
世
紀
に
於
て
は
こ
の
爾
要

素
が
再
び
分
離
し
、
羅
馬
風
世
界
に
於
て
は
激
會
勢
力
が

大
で
あ
っ
た
が
、
濁
北
風
世
界
に
於
て
は
俗
擢
が
優
越
し

て
居
た
。
こ
の
濁
業
風
要
素
の
代
表
者
た
る
、
ザ
ク
セ
ン
、

オ
ス
ト
フ
ラ
ン
ケ
ン
は
皇
帝
を
扶
け
て
彼
を
壌
位
せ
し
め

む
ご
す
る
敷
會
側
の
計
劃
を
失
敗
に
絡
ら
し
め
た
◎
又
八

三
八
年
に
ル
ド
ヅ
ヒ
「
九
度
王
」
の
二
男
ピ
ピ
ン
天
折
し
末

子
カ
ー
ル
彼
に
代
り
て
そ
の
配
領
だ
る
西
フ
ラ
ン
ケ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
め

輿
え
ら
れ
し
が
三
男
パ
ド
ヅ
ヒ
「
濁
逸
脱
」
は
こ
の
酷
薄
遇

せ
ら
れ
バ
イ
エ
川
ン
の
み
を
輿
え
ら
れ
だ
Q
入
四
か
年
父

ル
ド
ヴ
ヒ
「
民
度
王
」
浸
す
る
に
及
び
て
三
子
は
遺
産
を
め
‘

ぐ
り
て
骨
肉
の
雫
を
始
め
た
。
こ
の
時
羅
馬
雨
降
は
長
男

ロ
タ
i
川
及
び
末
子
カ
ー
ル
に
味
方
し
濁
逸
人
は
ル
ド
ヅ

ヒ
「
濁
細
岡
」
を
助
け
て
彼
を
し
て
そ
の
希
望
せ
る
オ
塚
ト

フ
ラ
ン
ケ
ン
を
得
さ
し
め
む
ご
し
な
。
八
四
二
年
の
フ
ナ

ン
タ
ネ
ッ
ム
の
戦
は
猫
逸
軍
の
勝
利
に
蹄
し
翌
入
四
三
年

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
　
號
　
　
　
九
四

　
　
恥

に
は
ヅ
エ
川
ダ
ン
條
約
成
立
し
て
賂
濁
素
手
三
國
形
成
の

基
礎
が
成
立
し
た
。
其
後
ロ
ー
ト
ソ
ン
グ
ソ
地
方
を
所
有

せ
る
ロ
タ
ー
ル
の
二
男
ロ
タ
ー
ル
ニ
世
没
す
る
に
及
び
て

こ
の
地
方
の
僑
侶
の
支
持
を
得
た
る
酉
フ
ラ
ン
ヶ
ン
王
カ

ー
ル
が
こ
れ
を
占
領
せ
し
が
猫
逸
王
国
1
3
ヅ
ヒ
は
世
俗
諸

侯
の
支
援
を
得
て
之
れ
に
謝
抗
し
、
マ
ー
ス
河
ロ
、
モ
ー

ゼ
ル
河
上
流
方
面
よ
り
、
ゲ
ン
フ
に
至
る
迄
の
地
を
得
て

　
　
　
　
　
め

八
七
〇
年
の
メ
ル
ぜ
ン
條
約
に
よ
り
て
之
を
確
定
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

至
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
西
羅
馬
皇
帝
の
繕
號
は
ル
ー
3
グ
ヒ
「
敬
虞
王
」
よ
b
そ
の

子
の
ロ
タ
ー
ル
（
入
四
三
－
八
五
五
）
に
傳
は
り
更
に
そ
の

子
の
ル
ド
ヴ
ヒ
ニ
世
（
入
五
五
…
入
七
五
）
に
傳
へ
ら
れ
、

次
に
西
フ
ラ
ン
ケ
ン
王
力
！
ル
（
八
七
五
－
入
七
七
）
に
傳

は
り
、
カ
ー
ル
の
死
後
そ
の
子
の
ル
ド
グ
ヒ
「
吃
音
王
」
に

傳
は
り
、
彼
の
死
後
入
八
一
年
に
ル
ド
ヅ
ヒ
「
濁
逸
王
」
の

子
カ
ー
ル
「
肥
満
王
」
に
傳
は
つ
た
。
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囚
ρ
二

子
時
心
誤
は
南
方
よ
り
は
テ
ラ
セ
ン
の
侵
略
あ
り
、
北
方

よ
り
は
ノ
ル
マ
ン
の
入
墨
あ
b
東
方
よ
り
は
マ
ジ
ャ
ー
ル

の
攻
略
あ
）
、
而
も
カ
ー
ル
「
肥
満
王
」
は
か
、
る
外
患
を

排
撃
し
て
帝
國
に
李
安
を
與
ふ
る
の
手
腕
ご
力
量
を
画
い

て
居
た
か
ら
帝
國
の
各
部
は
彼
か
ら
濁
立
し
各
有
力
者
を

國
王
に
暴
げ
て
外
敵
の
撃
退
に
當
ら
し
め
た
。
而
し
て
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ツ
ホ

か
ら
濁
立
し
た
、
獅
逸
、
佛
蘭
颪
、
伊
太
利
、
北
ブ
ル
グ

　
　
ニ
け
ダ
ぎ

ン
ー
3
、
南
ブ
ル
グ
ン
ド
の
五
地
方
の
中
濁
逸
を
除
く
他
は

何
れ
も
敷
會
側
の
勢
力
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
黒
蜜
西
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覇

て
は
激
曾
権
力
の
保
護
ご
籏
大
を
誓
つ
π
オ
ド
ー
が
僑
侶

　
　
　
　
中
世
猫
逸
に
於
け
る
政
教
閥
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

二
〇
憎
島
O
犀
Φ

（
α
）
因
9
・
誌
α
．
囚
嚢
」
三
①
．
十
G
。
唱

　
　
　
　
　
｝

（
①
）
り
信
鳥
三
騎
O
霞
G
Q
δ
日
白
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H

　
　
　
　
　
｝
＋
G
。
δ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

り
自
価
≦
す
H
囲
回

　
　
ロ

　
十
G
。
g
。
ゆ

図
臼
，
写
彰
誉
⇔
　
図
Q
昌
血
①
目

十
G
Q
G
Q
“
　
　
ゆ
三
跳
け
十
⑩
に
G
◎

の
支
持
に
よ
り
て
入
入
七
年
外
耳
に
爆
げ
ら
れ
た
。
伊
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

利
に
於
て
も
羅
馬
教
子
の
翌
翌
擁
護
を
誓
っ
た
ギ
ド
ー
が

ハ
ビ
ァ
の
宗
激
會
議
に
於
て
國
王
に
選
，
出
せ
ら
れ
た
。
又

ホ
ッ
ボ
ブ
ル
グ
ン
ー
3
に
於
て
は
迎
撃
が
貴
族
ご
共
に
宗
敏

　
　
　
　
　
　
　
助

會
議
を
開
き
て
、
ボ
ソ
を
國
王
に
選
ん
だ
。
二
ー
ダ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

ブ
ル
グ
ン
ド
に
於
て
も
一
敏
會
熱
〃
カ
に
よ
っ
て
、
　
ル
ド
ル
フ

が
捨
土
に
纂
げ
ら
れ
た
。

　
猫
逸
は
一
人
こ
れ
ご
大
に
趣
を
異
に
し
た
○
こ
、
で
は

澱
會
勢
力
は
未
だ
忍
男
を
伸
す
に
至
ら
な
い
。
オ
ス
ト
フ

ラ
ン
ケ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
チ
ュ
ー
ソ
ソ
ゲ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
第
｝
號
　
　
九
五

（95）



　
　
　
　
中
世
郡
下
に
於
け
る
政
敏
關
係
の
歴
史
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

ン
、
等
の
慨
俗
諸
侯
が
相
冷
し
カ
ー
ル
を
磨
し
て
彼
の
甥

騎
ア
〃
ヌ
ル
フ
を
國
王
に
選
ん
だ
。
儒
侶
等
は
之
に
不
服
な

り
し
も
之
を
認
む
る
の
外
な
か
っ
た
。
二
品
ソ
ン
ゲ
ル
家

が
漸
絶
せ
し
後
諸
侯
等
は
出
置
得
る
限
り
合
理
的
な
る
國

王
を
選
ば
む
ご
し
て
ま
つ
カ
ロ
フ
ン
ゲ
ル
家
ご
親
戚
な
る

フ
ラ
ン
ケ
ン
家
の
コ
ン
ラ
ド
（
九
「
一
i
九
一
入
）
を
選
び

次
に
ザ
ク
セ
ン
家
の
ハ
イ
ン
ソ
ヒ
一
世
（
九
一
入
一
九
三

六
）
を
選
ん
だ
Q
ハ
イ
ン
ヲ
ヒ
は
國
内
に
於
け
る
宗
激
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覇

勢
力
を
無
視
し
た
。
彼
は
磁
位
に
當
り
て
罪
跡
の
塗
油
式

を
執
ら
な
か
っ
た
ゆ
彼
は
只
諸
侯
ご
の
親
善
の
關
係
を
保

ち
、
外
敵
の
侵
略
を
撃
退
し
、
貫
文
せ
ら
れ
し
邊
耳
塞
を
、

、
回
複
し
以
て
王
位
を
そ
の
子
に
譲
る
事
に
成
功
し
た
。

　
オ
ツ
レ
大
帝
へ
九
三
六
一
九
七
三
）
は
稀
世
の
英
雄
に
し

て
非
凡
の
力
量
手
腕
を
有
し
而
も
父
土
に
よ
り
て
築
か
れ

た
る
毛
繕
な
る
基
礎
の
上
に
立
つ
事
が
出
馬
た
。
彼
の
三

王
こ
し
て
推
さ
れ
し
は
主
と
し
て
世
俗
諸
侯
に
負
ふ
て
居

る
。
彼
は
父
王
の
如
く
僧
侶
の
塗
油
式
を
受
け
な
っ
た
○

　
　
　
　
　
　
第
十
五
蟹
解
　
飾
弟
一
蓋
　
　
　
　
九
山
ハ

當
時
の
ザ
ク
セ
ン
家
の
勢
力
は
寧
ろ
、
か
、
る
櫓
侶
こ
の

提
携
を
必
要
こ
し
な
か
っ
た
。
而
も
猫
逸
國
王
た
る
彼
は

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
り
て
…
度
實
現
せ
ら
れ
し
世
界
統
一
の

理
想
を
抱
き
之
れ
を
恢
復
せ
む
ご
し
た
。
彼
は
ロ
ー
ト
ソ

ン
ゲ
ソ
、
ブ
ル
グ
ン
ド
、
ロ
ン
バ
〃
ダ
イ
地
・
方
に
そ
の
‡
｛

椹
を
確
立
し
、
叉
カ
ー
ル
大
帝
の
如
く
蕪
璽
に
衡
ま
さ
れ

た
る
法
皇
に
招
か
れ
て
九
六
二
年
棘
聖
羅
馬
皇
帝
こ
し
て

加
冠
せ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
外
寸
民
族
の
支
持
に
よ
る
皇

帝
櫨
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
猫
逸
民
族
に
よ

り
て
獲
得
せ
ら
れ
た
皇
帝
樺
は
先
の
カ
ー
ル
大
帝
の
F
に

成
立
し
た
皇
帝
櫨
ご
は
そ
の
内
容
に
於
て
大
に
趣
を
異
に

し
た
。
　
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
権
は
政
澱
爾
勢
力
の
粘
互
扶

助
的
提
携
の
上
に
立
つ
た
が
、
オ
ッ
ト
大
帝
の
そ
れ
は
、

寧
ろ
爾
鐸
勢
力
の
敵
謝
的
關
係
の
上
に
立
つ
た
。
オ
ッ
ト
大

帝
は
武
力
を
以
て
帝
罐
を
獲
得
し
叉
武
力
を
以
て
慮
れ
を

保
謹
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
π
。
彼
に
帝
冠
を
延
え
た
る
法

皇
ヨ
ハ
ン
十
二
世
が
直
ち
に
又
彼
に
帝
王
す
る
蕪
涙
の
上

（96）



に
立
つ
た
時
、
オ
ッ
ト
が
黙
れ
を
退
け
て
九
六
三
年
彼
に

好
意
を
有
せ
る
レ
オ
八
世
を
法
皇
ご
し
て
擁
立
し
た
事
は

潅
般
の
事
情
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
Q

　
濁
逸
民
族
は
か
く
敏
會
勢
力
に
敵
発
し
て
俗
灌
の
優
越

を
期
し
た
る
も
，
彼
等
に
始
め
て
國
民
的
意
識
を
與
え
た

基
督
致
の
精
脚
と
形
式
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

オ
ッ
ト
大
帝
は
カ
ー
ル
、
マ
ル
テ
ル
、
カ
ー
ル
大
帝
の
基

督
敏
交
化
的
弓
化
的
事
業
を
復
活
し
、
征
服
せ
し
人
民
を

改
宗
し
、
猫
逸
化
し
以
て
彼
等
に
郷
民
的
意
識
を
與
え
た
Q

彼
は
ス
ラ
ブ
族
を
征
服
し
、
そ
の
地
に
濁
逸
品
を
植
民
し

被
征
服
等
薫
せ
し
め
だ
。
誘
ッ
，
は
釜
の
腐

せ
し
、
ザ
ー
ル
、
エ
ル
ベ
の
地
方
に
エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
、
マ

イ
ぜ
ン
の
監
督
庭
を
設
置
し
て
こ
れ
を
固
定
せ
し
め
π
。

又
自
ら
危
瞼
多
き
戦
闘
を
行
ひ
て
エ
ル
。
へ
右
岸
の
地
を
征

服
し
、
こ
の
地
に
三
つ
の
監
督
匠
を
新
設
し
だ
。
又
、
彼

は
伊
太
利
に
あ
り
て
紛
糾
せ
る
事
件
を
忌
忌
し
つ
㌧
も
、

こ
の
大
目
的
を
忘
れ
す
、
彼
地
よ
り
命
命
を
歯
し
て
、

　
　
　
　
中
世
才
華
に
於
σ
る
政
数
關
係
の
歴
史
酌
考
察
　
（
三
憲
田
）

鋤

マ
グ
デ
ブ
ル
グ
の
大
監
督
匠
を
設
書
せ
し
め
、
こ
れ
を
し

て
そ
の
素
意
の
監
督
隈
を
支
配
せ
し
め
た
。
べ
重
三
ソ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ネ
ン

ボ
ー
レ
ン
地
方
に
於
て
も
濁
逸
人
の
大
僧
正
の
下
に
監
督

逼
を
設
置
し
た
。
叉
パ
ソ
サ
ウ
の
傳
導
師
は
ウ
ソ
ガ
ル
ン

の
黒
化
に
着
手
し
た
。
か
く
て
猛
悪
の
皇
帝
擢
は
乱
撃
聖

霊
激
の
中
心
こ
な
り
、
以
て
軍
國
的
、
宗
敷
的
農
家
を
組

織
し
そ
の
中
に
西
欧
基
督
澱
界
の
統
一
を
實
現
せ
む
ご
し

た
。　

こ
の
軍
國
的
、
宗
敢
的
國
家
に
於
て
は
、
從
っ
て
世
俗

的
猫
葦
葺
主
義
が
優
越
し
、
且
つ
か
、
る
艶
態
が
比
較
的

長
く
持
績
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
青
墨
皇
帝
は
自
己
の
下

僚
の
如
く
、
檀
に
法
皇
を
磨
立
し
た
。
オ
ツ
ト
三
世
（
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

入
三
一
一
〇
〇
二
）
は
先
づ
彼
の
親
戚
に
語
れ
る
ブ
ル
ノ

！
、
フ
す
ソ
、
ケ
川
ソ
テ
ソ
を
法
皇
に
郎
位
せ
し
め
π
。

グ
レ
ゴ
ー
ル
五
…
健
（
九
九
ム
ハ
ー
九
九
μ
九
）
こ
れ
で
あ
る
ゆ
且

つ
彼
は
こ
の
グ
レ
ゴ
ー
川
蓋
世
に
よ
り
て
九
九
六
年
帝
冠

を
儲
七
彩
ら
れ
た
。
グ
レ
ゴ
ー
ル
が
九
九
九
年
羅
馬
．
に
於
て

　
　
　
　
　
　
策
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
九
七

（97）



　
　
　
　
嘩
世
猫
遙
に
於
け
ろ
政
教
翻
係
の
歴
吏
的
考
察
　
（
三
喜
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
防

没
す
る
や
、
皇
帝
は
嘗
て
彼
の
家
庭
潮
煙
た
り
し
佛
人
ゲ

ル
バ
ー
ド
を
招
き
て
法
皇
ざ
な
し
た
。
こ
れ
法
皇
ヂ
ル
ベ

ス
タ
ー
二
世
に
し
て
九
九
九
年
よ
り
一
〇
〇
三
年
迄
其
地

位
を
保
つ
た
。
叉
ザ
ク
セ
ン
家
に
次
で
帝
位
を
纏
ぎ
し
、

フ
ラ
ン
ケ
ン
家
の
ハ
ン
ソ
ヒ
三
世
（
一
〇
三
九
i
一
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
陶

六
）
は
黒
立
せ
し
、
ペ
ネ
ヂ
ク
ト
四
世
、
ヂ
ル
ペ
ス
タ
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物

世
、
グ
レ
ゴ
ー
ル
六
世
を
擁
し
て
猫
眼
人
ク
レ
メ
ン
ス
ニ

匿
を
法
皇
の
位
に
郎
け
彼
れ
よ
ゲ
帝
冠
を
狂
え
ら
れ
た
。

又
一
．
〇
四
入
年
羅
馬
法
皇
職
空
位
こ
な
る
や
、
羅
馬
よ
り

の
使
者
は
濁
逸
に
來
b
て
皇
帝
に
舞
謁
を
賜
り
、
彼
等
に

一
入
の
法
皇
を
與
え
ら
れ
む
事
を
哀
願
し
た
。
之
れ
に
樹

し
て
皇
帝
は
彼
の
姻
戚
に
當
れ
る
ツ
ー
ル
の
監
督
を
推
薦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

し
て
法
皇
こ
な
し
た
。
こ
れ
レ
ォ
三
世
で
あ
る
。
か
く
の

如
一
宗
敏
上
に
於
け
る
元
首
ε
も
云
ふ
べ
き
、
羅
馬
法
皇

す
ら
世
俗
学
力
に
よ
り
て
屡
遷
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
そ
れ
以

下
な
る
櫓
職
任
免
の
如
き
推
し
て
知
る
べ
き
斌
態
に
あ
っ

淀
。
第
九
世
紀
に
於
て
一
度
、
そ
の
勢
力
を
伸
ば
さ
む
ど

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
一
號
　
　
　
九
八

せ
し
駿
樺
は
第
十
世
紀
に
於
て
は
再
び
濁
逸
民
族
の
支
持

せ
る
帝
椹
に
厘
倒
せ
ら
る
～
所
ε
な
っ
た
。
さ
れ
ざ
溺
稲

は
納
べ
る
縄
の
如
く
第
十
一
世
紀
の
後
孚
に
於
て
、
世
界

的
大
勢
は
漱
樺
に
幸
し
、
激
権
を
し
て
俗
権
よ
り
解
放
せ

し
め
、
省
進
ん
で
俗
椹
を
支
配
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
で

あ
る
o
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